
	 会議の名称 
	津山・英田圏域地域医療構想調整会議 

	設置根拠 
	津山・英田圏域地域医療構想調整会議設置要綱 

	設置年月日 
	平成２８年３月１日 

	目 的 
	医療法第３０条の１４の規定に基づき、津山・英田保健医療圏域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた関係者との協議及び調整を行う。 

	委員数、役員 
及び任期 
	委員数：５２名 
役 員：議長１名、副議長３名 
任 期：２年（令和８年３月１日～令和１０年２月２９日） 

	所掌事務 
	１ 地域医療構想の策定及び実現に関する事項 
２ 構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 
３ 病床機能報告制度による情報等の共有に関する事項 
４ 医療介護総合確保推進法に基づく県計画（地域医療介護総合確 保基金の事業計画）に盛り込む事業に関する事項 
５ その他、目的を達成するために必要な事項 

	公開、非公開 
	○会 議：原則公開 
○議事録等：公開 

	開催状況 
	平成２８年度：２回 
平成２９年度：２回 
平成３０年度：４回 
令和 元年度：４回 
令和 ２年度：新型コロナの影響で開催なし 
令和 ３年度：書面開催１回 
令和 ４年度：３回 
令和 ５年度：３回
令和 ６年度：３回
令和 ７年度：３回
【協議内容】 
・国、県の動向
・新たな地域医療構想等について
・紹介受診重点医療機関について
・津山・英田圏域の救急医療体制について

	事務局担当課 
	美作保健所企画調整情報課 TEL （０８６８）２３－０１１４ 



